平成23年8月追録
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『（改訂版）60歳からの年金・健保・雇用保険・税金の判断基準』
～雇用保険法改正に伴う賃金月額、60歳到達時賃金上限額等の修正について～

本書では、平成23年8月以降の賃金日額等について、雇用保険法改正案に提示された額を前提として解説を行っておりましたが、実際には、平成23年8月以降の賃金日額の各基準額は、改正による引上げに賃金上昇率に伴う引上げ（＝賃金スライド。改正によらず毎年行われる）が加算され、改正案を若干上回る額となりました。
このため、本書中に記載されている平成23年8月以降の賃金日額の上限額（60歳以上65歳未満）、60歳到達時賃金の上限額、およびそれらの額を前提とした記載部分について修正いたします。修正内容にご注意の上ご利用くださいますよう、お願い申し上げます。

【平成23年8月以降の賃金日額等の基準額】
　　　　　　※以下の額のうち、60歳以上65歳未満に関する賃金日額の各基準額と、60歳到達時賃金の上限額が本書に関連する部分です。
	Ａ）賃金日額・基本手当日額の上限・下限額　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	賃金日額
	基本手当日額

	
	上限額
	下限額
	上限額
	下限額

	30歳未満
	12,910
	2,330
	6,455
	1,864

	30歳以上45歳未満
	14,340
	
	7,170
	

	45歳以上60歳未満
	15,780
	
	7,890
	

	60歳以上65歳未満
	15,060
	
	6,777
	

	65歳以上
	12,910
	
	6,455
	


Ｂ）60歳到達時賃金の上限額
451,800円（60歳以上65歳未満の賃金日額の上限額×30）
Ｃ）基本手当の給付率
	年齢
	賃金日額
	基本手当の給付率

	一般
（60歳以上65歳未満以外）
	4,650円未満
	80％

	
	4,650円以上11,770円以下
	50％～80％

	
	11,770円超
	50％

	60歳以上65歳未満
	4,650円未満
	80％

	
	4,650円以上10,600円以下
	45％～80％

	
	10,600円超
	45％


【本書内容の修正点】
本書中の該当箇所を以下のとおり読み替えてご使用ください。

●P.48　図表1-5-2　平成23年8月以降の高年齢雇用継続給付早見表
　　　　⇒　３ページ目に修正した図表を掲載
●P.50　10行目～
　　そこで、そういうことのないように、60歳到達時賃金には上限額が設定されています。上限額は、毎年８月に賃金動向によって改定されます。現在（平成23年8月現在）の上限額は451,800円です。

　　例えば、60歳直前半年間の平均給与が50万円の人がいたとします。この額は上限を超えていますから、この人の60歳到達時賃金は、自動的に上限である451,800円となります。

　　つまり、60歳直前半年間の平均給与がイコール60歳到達時賃金になるとは限らないので、上限額を超えている人または超えそうな人は、上限額である45万円前後が自分の60歳到達時賃金になると考えておいたほうが無難です。

●P.96　１行目～

　　基本手当の算定には退職前（60歳前）６カ月間の平均の給与水準が用いられます。これには約45万円（平成23年8月現在451,800円）という上限があり、定年前の給与がどんなに高い人でも、60歳前の給与水準は約45万円であるものとして算定が行われます。この場合、基本手当の額は、月に換算して20万円強になります。

●P.101　４行目～

　　ただし、基本手当日額のもととなる給与日額が10,600円（平成23年8月現在）より低い場合は、45％から80％の間で基本手当日額が算定されます。これは、低賃金の人の基本手当が低くなり過ぎないための措置です。

●P.112　図表2-1　退職前給与水準と基本手当月換算額の目安
　　　　 ⇒　４ページ目に修正した図表を掲載

〈平成23年8月以降の高年齢雇用継続給付早見表〉（図表1-5-2修正）
（平成23年8月現在）

	60歳到達時賃金

60歳

以後の賃金
	451,800
以上
	440,000
	420,000
	400,000
	380,000
	360,000
	340,000

	340,000
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	330,000
	5,784 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	320,000
	12,319 
	6,528 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	310,000
	18,855 
	13,051 
	3,255 
	0 
	0 
	0 
	0 

	300,000
	25,391 
	19,620 
	9,810 
	0 
	0 
	0 
	0 

	290,000
	31,926 
	26,129 
	16,327 
	6,525 
	0 
	0 
	0 

	280,000
	38,462 
	32,676 
	22,876 
	13,076 
	3,248 
	0 
	0 

	270,000
	40,500 
	39,204 
	29,403 
	19,602 
	9,774 
	0 
	0 

	260,000
	39,000 
	39,000 
	35,958 
	26,130 
	16,357 
	6,552 
	0 

	250,000
	37,500 
	37,500 
	37,500 
	32,675 
	22,875 
	13,075 
	3,725 

	240,000
	36,000 
	36,000 
	36,000 
	36,000 
	29,400 
	19,608 
	9,792 

	230,000
	34,500 
	34,500 
	34,500 
	34,500 
	34,500 
	26,151 
	16,330 

	220,000
	33,000 
	33,000 
	33,000 
	33,000 
	33,000 
	32,692 
	22,858 

	210,000
	31,500 
	31,500 
	31,500 
	31,500 
	31,500 
	31,500 
	29,400 

	200,000
	30,000 
	30,000 
	30,000 
	30,000 
	30,000 
	30,000 
	30,000 

	190,000
	28,500 
	28,500 
	28,500 
	28,500 
	28,500 
	28,500 
	28,500 

	180,000
	27,000 
	27,000 
	27,000 
	27,000 
	27,000 
	27,000 
	27,000 

	170,000
	25,500 
	25,500 
	25,500 
	25,500 
	25,500 
	25,500 
	25,500 

	160,000
	24,000 
	24,000 
	24,000 
	24,000 
	24,000 
	24,000 
	24,000 


※　平成23年8月1日に「60歳到達時賃金」の上限額が451,800円に改定
〈退職前給与水準と基本手当月換算額の目安〉（図表2-1修正）
単位：円　
	退職前半年間

の平均給与
	賃金日額
	基本手当日額
	基本手当

月換算額

	 ※1）451,800（上限）
	15,060 
	6,777 
	203,310 

	400,000 
	13,330 
	5,998 
	179,940 

	360,000 
	12,000 
	4,770 
	143,100 

	※2)　　　318,000 
	10,600 
	4,740 
	142,200 

	300,000 
	9,330 
	4,707 
	141,195 

	280,000 
	9,330 
	4,707 
	141,195 

	260,000 
	8,670 
	4,674 
	140,205 

	250,000 
	8,330 
	4,657 
	139,695 

	240,000 
	8,000 
	4,640 
	139,200 

	230,000 
	7,670 
	4,624 
	138,705 

	220,000 
	7,330 
	4,607 
	138,195 

	210,000 
	7,000 
	4,590 
	137,700 

	200,000 
	6,670 
	4,543 
	136,303 

	180,000 
	6,000 
	4,324 
	129,706 

	160,000 
	5,330 
	4,051 
	121,524 

	※3)　　　139,500 
	4,650 
	2,976 
	111,600 

	130,000 
	4,330 
	2,836 
	106,365 

	120,000 
	4,000 
	2,682 
	100,588 

	110,000 
	3,670 
	2,518 
	94,427 

	100,000 
	3,330 
	2,338 
	87,677 


※1　賃金日額の上限15,060円×30日の額

※2　給付率が50％以上になる賃金日額10,600円×30日の額、つまり給与がこの額以下になると賃金日額に対する基本手当の率が45％以上となる。

※3　給付率が80％になる賃金日額4,650円×30日の額、つまり給与がこの額以下になると賃金日額に対する基本手当の率が80％となる。




なお、雇用保険法改正案で提示されていた「再就職手当」は改正案どおりとなりましたので、修正の必要はありません。本書114ページの「改正後の再就職手当」のままで正しい記述です。








